
ゆうまつどフェスタ実施要綱 
 

（名称） 

第１条 松戸市男女共同参画センターにおいて、この要綱に基づき実施する事業の名称を

「ゆうまつどフェスタ」（以下「フェスタ」という。）とする。 

  

（目的） 

第２条 松戸市男女共同参画センター条例第１条の目的を実現するために、松戸市男女共

同参画センターにおいてフェスタを実施し、市民の男女共同参画に関する意識向上を

図ることを目的とする。 

 

 （開催および運営） 

第３条 フェスタの開催は、原則として、年１回とする。 

２ フェスタは、市と市民による共催で実施する。 

３ フェスタは、松戸市、松戸市男女共同参画推進団体登録制度実施要綱により登録し

ている男女共同参画推進団体、および市民企画支援事業実施団体で構成する団体が

運営する。 

 

（実行委員会の設置） 

第４条 フェスタの実施にあたり、ゆうまつどフェスタ実行委員会（以下「実行委員会」

という。）を設置する。 

２ 実行委員会は、松戸市および松戸市男女共同参画推進団体（以下「団体」という。）

および市民企画支援事業実施団体より選出された者で構成する。 

 

（実行委員長および副委員長の選出） 

第５条 実行委員会には委員長及び副委員長を置く。 

２  委員長および副委員長は委員の互選によって決定する。 

３  委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

５ 実行委員長および副委員長の任期は、１年とする。 

 

（実行委員会の役割） 

第６条 実行委員会は第３条に定めるフェスタの開催に当たり、実施事業等を企画運営

する。 

２  実行委員会を構成する団体は、互いに協力しフェスタが円滑に運営されるよう

努めなければならない。 

 

（会議の開催） 

第７条 実行委員長は、第６条に定める実行委員会の役割を果たすことを目的として、

会議を開催する。 

２ 会議は、団体より選出された者の過半数の出席により成立し、議事はその過半数を

もって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

 

 

 

 



 

 

 

（市民企画支援事業の実施） 

第８条 団体は、フェスタにおいて市民企画支援事業を実施することができる。 

２ 市は、団体が実施する市民企画支援事業に対し、別に定めた男女共同参画市民企画

支援事業補助金交付要綱により、費用の一部を補助する。 

３ 市民企画支援事業を実施する団体は、第６条による会議に出席しなければならない。 

４ 市民企画支援事業を実施する団体は、市に実施した成果を報告しなければならない。 

 

 

（事務局） 

第９条 事務局は、実行委員長・副委員長・総務部男女共同参画課で構成する。 

 

 

（補 則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実行委員長が会議に諮って別に

定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 


